
事故を起こさない、事故に遭わないために…

福 岡 県 警 察

【福岡県内交通死亡事故発生状況】
死者数１５人（前年同期比－１人） ※ 令和７年２月１９日現在

２月に東警察署管内では高齢者が関係する
２件の交通死亡事故が発生しています！

交通死亡事故発生

【ドライバーの方へ】
・ ハイビームの有効活用

ハイビームを有効活用し、進路先の安全を十分に確認しましょう。

・ スピードを控える
不測の事態に備え、安全な速度で走行しましょう。

・ 交差点での安全確認
車両だけでなく、横断する歩行者・自転車にも注意しましょう。

【歩行者の方へ】
・ 道路での禁止行為（道路交通法第76条第４項）

道路において、次の行為は大変危険なので絶対にやめましょう。
〇 酒に酔って交通の妨害となるような程度にふらつくこと
〇 寝そべり、すわり、しゃがみ、又は立ち止まっていること 等

・ 横断歩道での安全確認
青信号で道路横断中も左右を確認して車両の動きに注意しましょう。

・ 明るい服装と反射材の着用
夜間は、明るい服装と反射材を着用しましょう。

【１件目】 普通車×歩行者（高齢者）
○ 発生日時 ： ２月１２日（水）午前３時３９分頃
○ 発生場所 ： 福岡市東区箱崎（県道）

【２件目】 普通車（高齢者）×歩行者（高齢者）
○ 発生日時 ： ２月１９日（水）午後４時３３分頃
○ 発生場所 ： 福岡市東区美和台（市道）

昨年中（令和６年）の東警察署管内における、交通死亡事故による

死者数は３名でしたので、厳しい状況であることを認識しましょう！


